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1. はじめに



3１．はじめに

 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において、これまで、容量市場の実需給開始以降、
広域予備率が8%を下回ると見込まれる場合は、需給ひっ迫のおそれの判定・周知を行い予備率の
改善を促すことについて、検討されてきた。

 2024年度からの実需給に向けた具体的な対応内容について、6月28日の第87回調整力及び需
給バランス評価等に関する委員会において、広域予備率が8%を下回ると見込まれる場合の判定方
法、容量市場の契約者に向けた周知名称等について整理が行われた。
 容量市場では、広域予備率が8%を下回ると見込まれる場合（需給ひっ迫のおそれがあるとき）は、全ての

稼働可能な計画となっている電源等に対して、小売電気事業者に電気を供給すること、もしくは市場に応札
することを求めている。

 本日は、2024年度からの実需給に向けて整理が行われた、周知名称と周知方法についての報告を
行う。

 また、需給ひっ迫に関する情報発信については、現在、実効性テストにおけるベースライン算定におけ
る扱いについて、需給ひっ迫に関する情報発信にあわせた扱いを行っており、発動指令電源のベース
ライン算定に対して今回の周知の反映を行うことについて、ご意見をいただきたい。
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2. 容量市場の契約事業者に向けた供給力提供の周知
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２．容量市場の契約事業者に向けた供給力提供の周知
①周知名称の検討の背景

 容量市場では、広域予備率が8%を下回ると見込まれる場合（需給ひっ迫のおそれがあるとき）に
関するリクワイアメントを設定している。

 また、容量市場における設定とは別に、2022年3月の東日本における電力需給ひっ迫に係る検証を
受け、電力需給のひっ迫状況を広く一般向けに周知する呼称として、「需給ひっ迫注意報」、「需給
ひっ迫警報」を用いている。

 ついては、容量市場の需給ひっ迫や供給力提供の呼称について、一般向けの周知との区別を図るた
め、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会で周知名称の整理が行われた。

第87回調整力
及び需給バランス
評価等に関する
委員会資料より



6（参考）電力需給のひっ迫状況を広く一般向けに周知する呼称
「需給ひっ迫準備情報」、「需給ひっ迫警報」

第50回電力・
ガス基本政策
小委員会資料
より



7２．容量市場の契約事業者に向けた供給力提供の周知
②周知名称について

 容量市場の契約事業者に対して広域予備率の低下を周知する名称については、以下で整理された。
 「広域予備率低下のおそれに伴う供給力提供準備通知」 :（週間～翌日計画公表前 広域予備率8%未満）

 「広域予備率低下に伴う供給力提供通知」 :（翌日計画公表以降 広域予備率8%未満）

第87回調整力
及び需給バランス
評価等に関する
委員会資料より



8２．容量市場の契約事業者に向けた供給力提供の周知
③広域機関HP等による情報発信

 容量市場の契約事業者に向けた供給力提供の周知については、広域機関HPの改修を実施し、広
域予備率8%未満を判定の都度、web上に表示が行われるとともに、容量市場の契約事業者に
確認のメールを送付※することを予定している。

 広域機関HP等による情報発信は、2024年4月1日より開始を予定している。

第87回調整力
及び需給バランス
評価等に関する
委員会資料より

※広域予備率はweb表示する内容を確認いただくことを前提としつつ、メールも補足的な周知として送付される。



9（参考）広域機関HP等による情報発信のイメージ

第87回調整力
及び需給バランス
評価等に関する
委員会資料より
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3. 需給ひっ迫の周知と発動指令電源のベースライン算定
の取扱い



11３．需給ひっ迫の周知と発動指令電源のベースライン算定の取扱い
①発動指令電源の事業者等とのやりとり状況など

 容量市場に参加予定の発動指令電源は、夏季と冬季の実効性テストにおいて供給力の確定を行っ
ている。

 実需給期間が2024年度の実効性テストについては、前々回の本検討会（第46回）や前回の本
検討会（第47回）において、現時点のテスト実績の確認状況の報告を行ったところ。

 また、事務局では、実績の確認やこれまでの事業者とのやり取りの中で、発動指令電源の事業者等
より以下のご意見を確認している。

 さらに、電源等リストが提出できず市場退出となった事業者からは、以下のご意見を確認している。

 引き続き、実効性テストの実績結果を踏まえ、事業者別やリソース別の実績状況等の分析を行い、
その分析内容に沿ってヒアリングを実施しながら、発動指令電源による市場参加や供給力提供に関
する意見、その特性および背景等を深堀りし、検討会でも報告していくこととする。

●「ベースライン算定対象日から、経済DR実施日を除外することはできないか」
●「追加オークションは、必ず開催する形にできないか」
●「発動指令電源のみ、マルチプライスにならないか」
●「発動指令電源の応札容量は（自由設定にせず）、自社の前年度実績に応じた上限枠を設けた方がよい」

●「見込んでいたリソース容量を確保できなかったことで実績未達となった。」
●「営業部門としては、メインオークションの応札では、約定容量を多めに確保してから、リソース確保の営業を行い
たい。約定容量以上にリソースが取れてしまうことによる機会損失を恐れてしまう。」
●「デマンド機器まで設置できているリソースは、実効性テスト実績が確実であったが、テスト実績の未達成は設置
をしていないリソース先であった。」
●「2025年度以降は経験をもとに応札傾向を変えていくことを考えている。」



12３．需給ひっ迫の周知と発動指令電源のベースライン算定の取扱い
②発動指令電源の経済DRに関するベースライン算定の取り扱い

 2022年度の夏季より、実効性テストのベースライン算定に関して、需給ひっ迫時に行う経済DRを考
慮した対応を開始している。

 具体的には、電力需給ひっ迫注意報もしくは警報の発令期間中において、発令されたエリア内におい
て実効性テストを予定している容量提供事業者が経済DRを実施した場合、実効性テストのベースラ
イン算定で、当該の経済DR実施日を除外する対応を可能としている。

 実効性テストの「ベースライン算定対象日から、経済DR実施日を除外することはできないか」との事業
者のご意見もいただいていたところであり、事業者によるこの措置の活用も始まっている状況。

【電力需給ひっ迫注意報もしくは警報の発令期間中における、ベースライン算定上の経済DR実施日
の取扱い】
〇電力需給ひっ迫注意報もしくは警報の発令期間中において、発令されたエリア内において実効性

テストを予定している容量提供事業者が経済DRを実施した場合、容量提供事業者からの申し出
があった場合はその申し出内容を証憑等で確認の上、実効性テストにおけるベースライン算定で、
当該の経済DR実施日を除外する等の対応を行います。

〇経済DRを実施した証憑として以下のような書類を確認します。
＊容量提供事業者とDRを実施した需要家との契約書等
＊実際にDR指令を行ったことを示す資料（指令時のメール等）

＜経済DRの除外に関する取扱い（通知より抜粋）＞



13（参考）現在の、実効性テストにおけるベースライン算定の取扱いの通知



14３．需給ひっ迫の周知と発動指令電源のベースライン算定の取扱い
③広域的予備率に関する周知の活用について

 現在、実効性テストのベースライン算定から、需給ひっ迫時の経済DR実施日を除外する対応とし
ては、電力需給ひっ迫注意報もしくは警報の発令期間（広域予備率3％やエリア予備率5％等）に
もとづいて設定を行っているところ。

 今回、広域予備率8%にもとづく需給状況の周知が開始されることから、需給ひっ迫時の経済DR
実施日を除外する対応にも活用が可能になると考えられる。

 具体的には、実効性テストのベースライン算定で経済DR実施日の除外を可能とする期間について、
広域予備率8%にもとづく需給状況の周知を対象とすることが考えられる。

 また、広域予備率8%にもとづく需給状況の周知が、2024年4月に開始されることにあわせて、実需
給期間における発動指令のベースライン算定についても、発動指令に応じた供給力の提供を前提と
して、広域予備率8%の周知に応じた経済DR実施日を除外可能とすることも考えられる。

 ついては、広域予備率8%にもとづく需給状況の周知の対象期間（対象エリア）に行った経済DR
実施日については、2024年度の周知の仕組みの開始に合わせて、2024年度以降の実効性テスト、
および実需給期間においてベースライン算定から除外できること※1,2としてはどうか。

※1 一律に除外することは事業者にとって不利に働く場合も考えることから、事業者の申請を受けて対応する形を想定。
※2 2024年4月を目途として、広域機関HPにおける情報発信の開始にあわせて、2024年度の実需給期間と、

2024年度以降に行う実効性テストより、広域的予備率8%の周知をもとにした除外の申請を開始していく。



15（参考）需給ひっ迫の対応関連
実需給期間に向けた準備（余力活用に関する契約の案内）

 現在、2024年度に開始する容量市場の実需給期間に向けて、容量提供事業者における準備が進
められている。

 余力活用に関する契約については、各一般送配電事業者との締結を行うこととなり、送配電網協議
会のHPや各社のHPに案内や問合せ先を公表している。

URL：https://www.tdgc.jp/yoryoku/outline/



16（参考）需給ひっ迫の対応関連
実需給期間に向けた準備（余力活用に関する契約の案内／広域機関HP）

URL：https://www.occto.or.jp/market-
board/market/oshirase/2023/230623_yoryokukatsuyou_uketsukekaishi_annai.html


